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○ 都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホの取扱いについて

１．趣旨等

都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホの規定においては、

「周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うこと

が困難又は著しく不適当と認められるもの」について、開発審査会の議を経たのち許可する

ものとされている。

本基準は、法第３４条第１号から第１３号までに規定される定型的な開発行為等に属しな

い次号に掲げる開発行為等について、許可事務の迅速化、適正化等の観点から開発審査会へ

付議し、又は本市が許可を行う場合の指針を定めたものであって、開発許可事務の公平性、

透明性の確保を目的としている。また、本基準は開発行為に係る立地基準であるが、開発許

可を受けた土地以外の土地における建築等（法第４３条）についても準用されるものである。

なお、本基準が適用される開発行為等の特殊性、多様性等に鑑み、開発行為等の適正性、

妥当性を確保する観点から開発行為等の用途、目的、構造、規模等に照らし、必要に応じて

本基準で想定していない事項についても審査事項とする場合があり、本基準に該当すること

によって、直ちに許可を行うことを意味するものではない。

さらに、１ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる土地利用計画

については、当該土地利用につきあらかじめ調整を行うものとする。

２．開発審査会付議基準（都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホ）

第１号 運動・レジャー等の施設を構成する建築物

第２号 削除

第３号 地域振興のための技術先端型工場等

第４号 物流結節点等周辺における流通業務施設

第５号 介護保険法が適用される有料老人ホーム

第６号 介護保険法が適用される介護老人保健施設

第７号 都市計画法に基づく許可等により建築等が行われた後、相当期間適正に利用され

た建築物等のやむを得ない事情による用途変更

第８号 削除

第９号 産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場に設けられる管理施設等

第10号 市街化調整区域に存する病院のやむを得ない事由による移転改築

その他
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審査会付議基準第１号

１ この基準において、運動・レジャー施設等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 都市計画法施行令（昭和44年政令第158号、以下「令」という。）第１条第２項に規定す

る第二種特定工作物以外の運動・レジャー施設等であって次に掲げるもの

① 自然休養村整備事業のための施設

② 令第１条第２項に規定する運動・レジャー施設又は墓園（墓地、埋葬等に関する法律（昭

和23年法律第48号）に規定する墓地をいう。）の用途のものであって、その規模が１ha

未満であるもの

③ キャンプ場、打席が建築物である打放しゴルフ練習場、マリーナ

(2) 令第１条第２項に規定する第二種特定工作物（当該第二種特定工作物と物理的及び機能的

に不可分一体である併設建築物を含む。）

２ 運動・レジャー施設等は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 申請地及び周辺において市等の土地利用計画がある場合は、当該計画と調整が図られたも

のであること。

(2) 当該運動・レジャー施設等の利用者数を勘案して、適切な規模の駐車場が設けられている

こと。

(3) 当該施設等の業態に照らし、危険防止等の必要かつ適切な処置が講じられていること。

(4) 周辺の環境上の対策が十分講じられたものであること。

３ 建築物は、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 第二種特定工作物以外の運動・レジャー施設等に併設される建築物であって、次のいずれ

にも該当するもの

① 当該運動・レジャー施設等の運営、管理又は利用のために必要不可欠なものであって、

適切な規模のものであること。

② 原則として当該運動・レジャー施設等の敷地内に設けられるものであること。

③ 周辺の自然環境に調和した簡素なものであること。

(2) 運動・レジャー施設等（墓園、ゴルフ練習場、マリーナ、及びゴルフ場を除く。）に併設

される宿泊施設であって、次のいずれにも該当するもの

① 当該運動・レジャー施設等の施設利用者のみを対象としたものであること。

② 当該運動・レジャー施設等の目的及び利用者の属性等に照らし、当該施設の利用増進等

のため宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、市街化区域等における宿泊施設によっては円

滑な対応が困難であること。

③ 建築物の規模、設計等が当該運動・レジャー施設等の利用者数等を勘案して、適切なも

運動・レジャー等のための施設を構成する建築物

（概要）

自然休養村整備事業のための施設、運動・レジャー施設又は墓園である工作物（以下、「運動・

レジャー施設等」という。）に必要不可欠な建築物を建築する目的で行う開発行為
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審査会付議基準第１号

１ この基準において、運動・レジャー施設等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 都市計画法施行令（昭和44年政令第158号、以下「令」という。）第１条第２項に規定す

る第二種特定工作物以外の運動・レジャー施設等であって次に掲げるもの

① 自然休養村整備事業のための施設

② 令第１条第２項に規定する運動・レジャー施設又は墓園（墓地、埋葬等に関する法律（昭

和23年法律第48号）に規定する墓地をいう。）の用途のものであって、その規模が１ha

未満であるもの

③ キャンプ場、打席が建築物である打放しゴルフ練習場、マリーナ

(2) 令第１条第２項に規定する第二種特定工作物（当該第二種特定工作物と物理的及び機能的

に不可分一体である併設建築物を含む。）

２ 運動・レジャー施設等は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 申請地及び周辺において市等の土地利用計画がある場合は、当該計画と調整が図られたも

のであること。

(2) 当該運動・レジャー施設等の利用者数を勘案して、適切な規模の駐車場が設けられている

こと。

(3) 当該施設等の業態に照らし、危険防止等の必要かつ適切な処置が講じられていること。

(4) 周辺の環境上の対策が十分講じられたものであること。

３ 建築物は、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 第二種特定工作物以外の運動・レジャー施設等に併設される建築物であって、次のいずれ

にも該当するもの

① 当該運動・レジャー施設等の運営、管理又は利用のために必要不可欠なものであって、

適切な規模のものであること。

② 原則として当該運動・レジャー施設等の敷地内に設けられるものであること。

③ 周辺の自然環境に調和した簡素なものであること。

(2) 運動・レジャー施設等（墓園、ゴルフ練習場、マリーナ、及びゴルフ場を除く。）に併設

される宿泊施設であって、次のいずれにも該当するもの

① 当該運動・レジャー施設等の施設利用者のみを対象としたものであること。

② 当該運動・レジャー施設等の目的及び利用者の属性等に照らし、当該施設の利用増進等

のため宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、市街化区域等における宿泊施設によっては円

滑な対応が困難であること。

③ 建築物の規模、設計等が当該運動・レジャー施設等の利用者数等を勘案して、適切なも

運動・レジャー等のための施設を構成する建築物

（概要）

自然休養村整備事業のための施設、運動・レジャー施設又は墓園である工作物（以下、「運動・

レジャー施設等」という。）に必要不可欠な建築物の建築等
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のであること。

④ 原則として当該運動・レジャー施設等の敷地内に設けられるものであること。

４ 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう建築物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

５ 道路交通の集中・発生が予想される開発行為等にあっては、道路管理者、宮崎県公安

委員会等関係機関との協議が整っていること。

６ 当該運動・レジャー施設等及び併設建築物は、自然公園法（昭和32年法律第161号）その

他の関係法令等に適合したものであること。

７ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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審査会付議基準第２号 削除
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審査会付議基準第２号 削除
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審査会付議基準第３号

１ 本基準において、地域振興に資する技術先端型工場等とは、申請者の自己の業務用に供する

ものであって、次に掲げる業種の工場又は研究所をいう。

(1) 医薬品製造業

(2) 電子応用装置製造業

(3) 電子計測器製造業

(4) 通信機械器具・同関連機械器具製造業

(5) 電子計算機・同付属装置製造業

(6) 電子部品・デバイス製造業

(7) 医療用機械器具・医療用品製造業

(8) 光学機械器具・レンズ製造業

２ 開発行為は、技術先端型工場等の建築等を目的とするものであって、次の各号のいずれかに

該当するものであること。

(1) 市内外間に係る貨物運送等の効率化、迅速化等に資するため、宮崎空港又は東九州自動

車道宮崎西インターチェンジ及び清武インターチェンジが有する物流機能の活用を目的と

するものであること。

(2) 次に掲げる既存工業団地の機能と密接連携を図ることを目的とするものであって、当該

工業団地内に立地困難と認められるもの

① 宮崎テクノリサーチパーク・佐土原町工業団地

② 佐土原中央工業団地

③ 石崎工業団地

④ 花見工業団地

(3) 市街化調整区域に存する清浄な空気・水、景観、自然緑地等の優れた自然環境の活用を

必要とするもの

(4) 上記に掲げるもののほか地形、環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会

経済条件を総合的に勘案して、申請地に立地することがやむを得ないと認められる特段の

事情を有するもの

３ 申請地は、次のいずれかに該当すること。

(1) ２(1)の宮崎空港が有する物流機能の活用を目的とする場合にあっては、当該空港から概

ね半径 500ｍ以内の別に定める区域（宮崎空港ターミナルビル以南の区域を除く。）に

敷地の過半以上が含まれるものであって、幅員９ｍ以上の国道、県道又は市道に接し

ていること。

地域振興のための技術先端型工場等

（概要）

市街化調整区域における地域振興に資する技術先端型業種の工場等を建築する目的で行う開

発行為
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審査会付議基準第３号

１ 本基準において、地域振興に資する技術先端型工場等とは、申請者の自己の業務用に供する

ものであって、次に掲げる業種の工場又は研究所をいう。

(1) 医薬品製造業

(2) 電子応用装置製造業

(3) 電子計測器製造業

(4) 通信機械器具・同関連機械器具製造業

(5) 電子計算機・同付属装置製造業

(6) 電子部品・デバイス製造業

(7) 医療用機械器具・医療用品製造業

(8) 光学機械器具・レンズ製造業

２ 開発行為等は、技術先端型工場等の建築等を目的とするものであって、次の各号のいずれか

に該当するものであること。

(1) 市内外間に係る貨物運送等の効率化、迅速化等に資するため、宮崎空港又は東九州自動

車道宮崎西インターチェンジ及び清武インターチェンジが有する物流機能の活用を目的と

するものであること。

(2) 次に掲げる既存工業団地の機能と密接連携を図ることを目的とするものであって、当該

工業団地内に立地困難と認められるもの

① 宮崎テクノリサーチパーク・佐土原町工業団地

② 佐土原中央工業団地

③ 石崎工業団地

④ 花見工業団地

(3) 市街化調整区域に存する清浄な空気・水、景観、自然緑地等の優れた自然環境の活用を

必要とするもの

(4) 上記に掲げるもののほか地形、環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会

経済条件を総合的に勘案して、申請地に立地することがやむを得ないと認められる特段の

事情を有するもの

３ 申請地は、次のいずれかに該当すること。

(1) ２(1)の宮崎空港が有する物流機能の活用を目的とする場合にあっては、当該空港から概

ね半径 500ｍ以内の別に定める区域（宮崎空港ターミナルビル以南の区域を除く。）に

敷地の過半以上が含まれるものであって、幅員９ｍ以上の国道、県道又は市道に接し

ていること。

地域振興のための技術先端型工場等

（概要）

市街化調整区域における地域振興に資する技術先端型業種の工場等の建築等
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(2) ２(1)の東九州自動車道宮崎西インターチェンジが有する物流機能の活用を目的とする

場合にあっては、当該インターチェンジから概ね半径１km 以内の別に定める区域内に敷

地の過半以上が含まれるものであって、幅員９ｍ以上の国道、県道又は市道に接して

いること。

(3) ２(1)に東九州自動車道清武インターチェンジが有する物流機能の活用を目的とす

る場合にあっては、国道 269 号大久保交差点から概ね１ｋｍ以内の別に定める区域内

に敷地の過半以上が含まれるものであって、幅員 9ｍ以上の国道、県道又は市道に接

していること。

(4) ２(2)の既存工業団地の機能と密接連携を目的とする場合にあっては、当該工業団地か

ら概ね半径500ｍ以内の別に定める区域内に敷地の過半以上が含まれるものであって、

幅員９ｍ以上の国道、県道又は市道に接していること。

(5) ２の(3)又は(4)に該当する場合にあっては、当該目的に照らし合理的な位置であること。

４ 当該土地利用計画等が、次のいずれにも該当すること。

(1) 本市における地域雇用の創出等地域振興に資すると認められるものであること。

(2) 騒音、排水等について、十分な対策を講じたものであること。

(3) 建築物の最高高さは、原則として 10ｍ以下であること。

(4) 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならな

いよう、建物の配置、緩衝緑地帯の設置等必要に応じて適切な措置を講じたものであ

ること。

(5) 車両の乗り入れ口は、次のいずれにも該当すること。

ただし、道路交通の機能上支障がないことにつき、道路管理者等と協議が整った場

合は、この限りでない。

① 国道等に面し、直接乗り入れするものであること。

② 乗り入れ口の有効幅員（歩道等の切り下げ等により確保される有効幅員をいう。）

は、９ｍ以上確保されていること。

(6) ２(3)及び(4)の開発行為等であって、申請地近隣に市街化区域が存する場合は、建築物

の用途、規模等を総合的に勘案して、当該区域への立地が困難又は不適当と認められるも

のであること。

(7) 申請地（３(5)に規定するものを除く。）が、３に規定する別に定める区域の内外に

わたる場合において、主要な幹線道路又は河川等により当該敷地が分断されるときは、

当該分断された相互の敷地が既存の施設を利用して迂回することなく直接通行可能

であり、当該既存施設の一般の利用に著しい影響を与えず、かつ、敷地としての一体

的な土地利用効果が得られると認められる場合を除き、内外にわたることはできない

ものとする。

５ 各法令等に基づく上位計画に適合したものであること。

６ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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(2) ２(1)の東九州自動車道宮崎西インターチェンジが有する物流機能の活用を目的とする

場合にあっては、当該インターチェンジから概ね半径１km 以内の別に定める区域内に敷

地の過半以上が含まれるものであって、幅員９ｍ以上の国道、県道又は市道に接して

いること。

(3) ２(1)に東九州自動車道清武インターチェンジが有する物流機能の活用を目的とす

る場合にあっては、国道 269 号大久保交差点から概ね１ｋｍ以内の別に定める区域内

に敷地の過半以上が含まれるものであって、幅員 9ｍ以上の国道、県道又は市道に接

していること。

(4) ２(2)の既存工業団地の機能と密接連携を目的とする場合にあっては、当該工業団地か

ら概ね半径500ｍ以内の別に定める区域内に敷地の過半以上が含まれるものであって、

幅員９ｍ以上の国道、県道又は市道に接していること。

(5) ２の(3)又は(4)に該当する場合にあっては、当該目的に照らし合理的な位置であること。

４ 当該土地利用計画等が、次のいずれにも該当すること。

(1) 本市における地域雇用の創出等地域振興に資すると認められるものであること。

(2) 騒音、排水等について、十分な対策を講じたものであること。

(3) 建築物の最高高さは、原則として 10ｍ以下であること。

(4) 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならな

いよう、建物の配置、緩衝緑地帯の設置等必要に応じて適切な措置を講じたものであ

ること。

(5) 車両の乗り入れ口は、次のいずれにも該当すること。

ただし、道路交通の機能上支障がないことにつき、道路管理者等と協議が整った場

合は、この限りでない。

① 国道等に面し、直接乗り入れするものであること。

② 乗り入れ口の有効幅員（歩道等の切り下げ等により確保される有効幅員をいう。）

は、９ｍ以上確保されていること。

(6) ２(3)及び(4)の開発行為等であって、申請地近隣に市街化区域が存する場合は、建築物

の用途、規模等を総合的に勘案して、当該区域への立地が困難又は不適当と認められるも

のであること。

(7) 申請地（３(5)に規定するものを除く。）が、３に規定する別に定める区域の内外に

わたる場合において、主要な幹線道路又は河川等により当該敷地が分断されるときは、

当該分断された相互の敷地が既存の施設を利用して迂回することなく直接通行可能

であり、当該既存施設の一般の利用に著しい影響を与えず、かつ、敷地としての一体

的な土地利用効果が得られると認められる場合を除き、内外にわたることはできない

ものとする。

５ 各法令等に基づく上位計画に適合したものであること。

６ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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審査会付議基準第４号

１ 本基準において流通業務施設とは、申請者の自己の業務用に供するものであって、次

のいずれかに該当するものをいう。

(1) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に規定する貨物自動車運送事業のうち一

般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送を除く。）又は特定貨物自動車運送事業の用に

供する施設

(2) 倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第２条に規定する倉庫業の用に供する倉庫（ト

ランクルームを除く。）

２ 開発行為は流通業務施設を目的とするものであって、次のいずれかに該当するもので

あること。

(1) 市内外間に係る貨物運送等の効率化、迅速化等に資するため、主として宮崎空港又

は東九州自動車道宮崎西インターチェンジ及び清武インターチェンジを介して運搬

される貨物保管又は運送を目的とする施設であること。

(2) 次に掲げる既存工業団地に係る貨物運送等の効率化、迅速化等に資するため、主と

して当該工業団地内事業所の貨物保管又は運送を目的とする施設であって、当該工業

団地内に立地困難と認められるものであること。

① 宮崎テクノリサーチパーク・佐土原町工業団地

② 佐土原中央工業団地

③ 石崎工業団地

④ 花見工業団地

３ 申請地は、幅員９ｍ以上の国道、県道、市道に接するものであって、次のいずれかに

該当するものであること。

(1) ２(1)の宮崎空港を介して運搬される貨物保管又は運送を目的とする施設にあって

は、当該空港から概ね半径 500m 以内の別に定める区域に敷地の過半以上が含まれる

ものであること。

(2) ２(1)の東九州自動車道宮崎西インターチェンジを介して運搬される貨物保管又は

運送を目的とする施設にあっては、当該インターチェンジから概ね半径１km以内の別

に定める区域に敷地の過半以上が含まれるものであること。

(3) ２(1)の東九州自動車道清武インターチェンジを介して運搬される貨物保管又は運

送を目的とする場合にあっては、国道 269 号大久保交差点から概ね半径１ｋｍ以内の

別に定める区域内に敷地の過半以上が含まれるものであって、幅員 9ｍ以上の国道、

県道又は市道に接していること。

物流結節点等周辺における流通業務施設

（概要）

市街化調整区域内の物流結節点等である工業団地、空港、高速自動車国道のインターチェンジ

各周辺において、既存ストックである当該物流機能の活用、強化等を図ることを目的とした流通

業務施設を建築する目的で行う開発行為
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審査会付議基準第４号

１ 本基準において流通業務施設とは、申請者の自己の業務用に供するものであって、次

のいずれかに該当するものをいう。

(1) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に規定する貨物自動車運送事業のうち一

般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送を除く。）又は特定貨物自動車運送事業の用に

供する施設

(2) 倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第２条に規定する倉庫業の用に供する倉庫（ト

ランクルームを除く。）

２ 開発行為等は流通業務施設を目的とするものであって、次のいずれかに該当するもの

であること。

(1) 市内外間に係る貨物運送等の効率化、迅速化等に資するため、主として宮崎空港又

は東九州自動車道宮崎西インターチェンジ及び清武インターチェンジを介して運搬

される貨物保管又は運送を目的とする施設であること。

(2) 次に掲げる既存工業団地に係る貨物運送等の効率化、迅速化等に資するため、主と

して当該工業団地内事業所の貨物保管又は運送を目的とする施設であって、当該工業

団地内に立地困難と認められるものであること。

① 宮崎テクノリサーチパーク・佐土原町工業団地

② 佐土原中央工業団地

③ 石崎工業団地

④ 花見工業団地

３ 申請地は、幅員９ｍ以上の国道、県道、市道に接するものであって、次のいずれかに

該当するものであること。

(1) ２(1)の宮崎空港を介して運搬される貨物保管又は運送を目的とする施設にあって

は、当該空港から概ね半径 500m 以内の別に定める区域に敷地の過半以上が含まれる

ものであること。

(2) ２(1)の東九州自動車道宮崎西インターチェンジを介して運搬される貨物保管又は

運送を目的とする施設にあっては、当該インターチェンジから概ね半径１km以内の別

に定める区域に敷地の過半以上が含まれるものであること。

(3) ２(1)の東九州自動車道清武インターチェンジを介して運搬される貨物保管又は運

送を目的とする場合にあっては、国道 269 号大久保交差点から概ね半径１ｋｍ以内の

別に定める区域内に敷地の過半以上が含まれるものであって、幅員 9ｍ以上の国道、

県道又は市道に接していること。

物流結節点等周辺における流通業務施設

（概要）

市街化調整区域内の物流結節点等である工業団地、空港、高速自動車国道のインターチェンジ

各周辺において、既存ストックである当該物流機能の活用、強化等を図ることを目的とした流通

業務施設の建築等
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(4) ２(2)の既存工業団地内事業所の貨物保管又は運送を目的とする施設にあっては、

当該工業団地から概ね半径 500m 以内の別に定める区域に敷地の過半以上が含まれる

ものであること。

４ 当該土地利用計画等が、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 騒音、排水等について、十分な対策を講じたものであること。

(2) 建築物の最高高さは、原則として 10ｍ以下であること。

(3) 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならな

いよう、建築物の配置、緩衝緑地帯の設置等必要に応じて適切な措置を講じたもので

あること。

(4) 車両の乗り入れ口は、次のいずれにも該当すること。

ただし、道路交通の機能上支障がないことにつき、道路管理者等と協議が整った場

合は、この限りでない。

① 国道等に面し、直接乗り入れするものであること。

② 乗り入れ口の有効幅員（歩道等の切り下げ等により確保される有効幅員をいう。）

は、９ｍ以上確保されていること。

(5) 申請地が、３に規定する別に定める区域の内外にわたる場合において、主要な幹線

道路又は河川等により当該敷地が分断されるときは、当該分断された相互の敷地が既

存の施設を利用して迂回することなく直接通行可能であり、当該既存施設の一般の利

用に著しい影響を与えず、かつ、敷地としての一体的な土地利用効果が得られると認

められる場合を除き、内外にわたることはできないものとする。

５ 当該流通業務施設の立地について、運輸担当部局、道路管理者、宮崎県公安委員会等

関係機関との協議が整っていること。

６ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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(4) ２(2)の既存工業団地内事業所の貨物保管又は運送を目的とする施設にあっては、

当該工業団地から概ね半径 500m 以内の別に定める区域に敷地の過半以上が含まれる

ものであること。

４ 当該土地利用計画等が、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 騒音、排水等について、十分な対策を講じたものであること。

(2) 建築物の最高高さは、原則として 10ｍ以下であること。

(3) 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならな

いよう、建築物の配置、緩衝緑地帯の設置等必要に応じて適切な措置を講じたもので

あること。

(4) 車両の乗り入れ口は、次のいずれにも該当すること。

ただし、道路交通の機能上支障がないことにつき、道路管理者等と協議が整った場

合は、この限りでない。

① 国道等に面し、直接乗り入れするものであること。

② 乗り入れ口の有効幅員（歩道等の切り下げ等により確保される有効幅員をいう。）

は、９ｍ以上確保されていること。

(5) 申請地が、３に規定する別に定める区域の内外にわたる場合において、主要な幹線

道路又は河川等により当該敷地が分断されるときは、当該分断された相互の敷地が既

存の施設を利用して迂回することなく直接通行可能であり、当該既存施設の一般の利

用に著しい影響を与えず、かつ、敷地としての一体的な土地利用効果が得られると認

められる場合を除き、内外にわたることはできないものとする。

５ 当該流通業務施設の立地について、運輸担当部局、道路管理者、宮崎県公安委員会等

関係機関との協議が整っていること。

６ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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審査会付議基準第５号

１ 建築物は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第１項に規定する有料老人ホー

ムのうち介護保険法（平成9年法律第123号、以下同じ。）が適用されるものであって、次の

いずれかに該当するものであること。

(1) 介護保険法に規定する地域密着型特定施設のうち、当該事業計画から利用対象者の過半

が申請地周辺の市街化調整区域に居住している者の利用に供されるものであることが本市

の老人福祉担当部局において認められたものであって、既存集落内又は既存集落からおお

むね50ｍ以内に立地するもの

(2) 介護保険法に規定する特定施設又は地域密着型特定施設（上記(1)に該当するものを除

く。）のうち、市街化調整区域に現に立地されている医療施設が有する医療機能と密接連

携して立地する必要があることが本市の老人福祉担当部局において認められたものであ

って、当該医療施設の隣接地等に立地するもの

この場合の「密接に連携」とは、当該医療施設と経営主体が同一と認められるものであ

ること、又は当該医療施設と協力契約を結ぶことのいずれかにより、当該有料老人ホーム

入所者が医療施設の有する医療機能を利用することをいい、「隣接地等」とは、医療施設

の隣接地のほか各施設間の往来に支障がなく、その距離が通常協力病院と同一敷地と考え

られる程度の位置にある土地をいう。

(3) 既存の医療施設又は社会福祉施設の再活用を図るため、介護付有料老人ホームへの転換

を目的とするもの

２ 当該有料老人ホームの設置及び運営が宮崎県指導指針の基準に適合しており、かつ独立行政

法人福祉医療機構等の公的融資を受けて建設されるものであること。

ただし、公的融資を受けられないものであっても、有料老人ホーム担当部局と十分な連絡調

整の上、安定的な経営確保が図られることが確実と判断されるものについては、この限りでな

い。

３ 入居一時金及び利用料に関する国の基準に従い、適正な料金設定がなされていること。

４ 当該有料老人ホームに係る権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであり分譲方式のも

のではないこと。

５ 申請地は、原則として幅員６ｍ以上の道路（建築基準法第 42 条第１項に規定する道路

をいう。）に接していること。ただし、次に掲げる開発行為等はこの限りでない。

(1) 法第 33条第１項第２号の技術基準が適用される開発行為

(2) 既存の病院又は社会福祉施設の再活用を図る開発行為等

介護保険法が適用される有料老人ホーム

（概要）

介護保険法に規定する特定施設及び地域密着型特定施設としての有料老人ホームであって、当

該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものを建築する目的で行う開発行為
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審査会付議基準第５号

１ 建築物は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第１項に規定する有料老人ホー

ムのうち介護保険法（平成9年法律第123号、以下同じ。）が適用されるものであって、次の

いずれかに該当するものであること。

(1) 介護保険法に規定する地域密着型特定施設のうち、当該事業計画から利用対象者の過半

が申請地周辺の市街化調整区域に居住している者の利用に供されるものであることが本市

の老人福祉担当部局において認められたものであって、既存集落内又は既存集落からおお

むね50ｍ以内に立地するもの

(2) 介護保険法に規定する特定施設又は地域密着型特定施設（上記(1)に該当するものを除

く。）のうち、市街化調整区域に現に立地されている医療施設が有する医療機能と密接連

携して立地する必要があることが本市の老人福祉担当部局において認められたものであ

って、当該医療施設の隣接地等に立地するもの

この場合の「密接に連携」とは、当該医療施設と経営主体が同一と認められるものであ

ること、又は当該医療施設と協力契約を結ぶことのいずれかにより、当該有料老人ホーム

入所者が医療施設の有する医療機能を利用することをいい、「隣接地等」とは、医療施設

の隣接地のほか各施設間の往来に支障がなく、その距離が通常協力病院と同一敷地と考え

られる程度の位置にある土地をいう。

(3) 既存の医療施設又は社会福祉施設の再活用を図るため、介護付有料老人ホームへの転換

を目的とするもの

２ 当該有料老人ホームの設置及び運営が宮崎県指導指針の基準に適合しており、かつ独立行政

法人福祉医療機構等の公的融資を受けて建設されるものであること。

ただし、公的融資を受けられないものであっても、有料老人ホーム担当部局と十分な連絡調

整の上、安定的な経営確保が図られることが確実と判断されるものについては、この限りでな

い。

３ 入居一時金及び利用料に関する国の基準に従い、適正な料金設定がなされていること。

４ 当該有料老人ホームに係る権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであり分譲方式のも

のではないこと。

５ 申請地は、原則として幅員６ｍ以上の道路（建築基準法第 42 条第１項に規定する道路

をいう。）に接していること。ただし、次に掲げる開発行為等はこの限りでない。

(1) 法第 33条第１項第２号の技術基準が適用される開発行為

(2) 既存の病院又は社会福祉施設の再活用を図る開発行為等

介護保険法が適用される有料老人ホーム

（概要）

介護保険法に規定する特定施設及び地域密着型特定施設としての有料老人ホームであって、当

該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものの建築等
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(3) 入所者数が小規模である場合等道路の交通機能上及び安全上支障がないと認めら

れる開発行為等

６ 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう、建物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

７ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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(3) 入所者数が小規模である場合等道路の交通機能上及び安全上支障がないと認めら

れる開発行為等

６ 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう、建物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

７ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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審査会付議基準第６号

１ 建築物は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 介護保険法に規定する介護老人保健施設であること。ただし、社会福祉法（昭和26年法

律第45号）第２条第３項に規定する第二種社会福祉事業の用に供するものを除く。

(2) 介護保険法に基づく宮崎県知事の開設許可を受けることが確実と見込まれるものである

こと。

(3) 申請者の自己の業務用（販売又は賃貸等を目的する業務用を除く。）に供するもので

あること。

２ 当該建築物の立地が次のいずれかに該当するものであること。

(1) 市街化調整区域に現に立地されている病院（｢介護老人保健施設の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）」第30条に規定する協力病院をいう。）

が有する医療機能と密接に連携する必要があることが本市の福祉部局において認められる

ものであって、当該病院の隣接地等において立地するもの

この場合の「密接に連携」とは、当該病院と経営主体が同一であると認められるものであ

ること、又は当該病院と協力契約を結ぶことのいずれかにより、当該介護老人保健施設入所

者が当該病院等の有する医療機能を利用することをいい、「隣接地等」とは、当該病院等の

隣接地のほか施設間の往来に支障がなく、その距離が通常同一敷地と考えられる程度の位置

にある土地をいう。

(2) 既存の医療施設又は社会福祉施設の再活用を図るため、介護老人保健施設への転換を目

的とするもの

３ 申請地及び建築物の規模は、各地域の要介護老人数を踏まえて見込まれる当該地域の需要を

考慮した適切な規模のものであること。

４ 申請地は、原則として幅員６ｍ以上の道路（建築基準法第 42 条第１項に規定する道路

をいう。）に接していること。ただし、次に掲げる開発行為等はこの限りでない。

(1) 法第 33条第１項第２号の技術基準が適用される開発行為

(2) 既存の病院又は社会福祉施設の再活用を図る開発行為等

５ 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう、建物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

６ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。

介護保険法が適用される介護老人保健施設

（概要）

市街化調整区域における介護保険法に基づく介護老人保健施設を建築する目的で行う開発行為
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審査会付議基準第６号

１ 建築物は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 介護保険法に規定する介護老人保健施設であること。ただし、社会福祉法（昭和26年法

律第45号）第２条第３項に規定する第二種社会福祉事業の用に供するものを除く。

(2) 介護保険法に基づく宮崎県知事の開設許可を受けることが確実と見込まれるものである

こと。

(3) 申請者の自己の業務用（販売又は賃貸等を目的する業務用を除く。）に供するもので

あること。

２ 当該建築物の立地が次のいずれかに該当するものであること。

(1) 市街化調整区域に現に立地されている病院（｢介護老人保健施設の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）」第30条に規定する協力病院をいう。）

が有する医療機能と密接に連携する必要があることが本市の福祉部局において認められる

ものであって、当該病院の隣接地等において立地するもの

この場合の「密接に連携」とは、当該病院と経営主体が同一であると認められるものであ

ること、又は当該病院と協力契約を結ぶことのいずれかにより、当該介護老人保健施設入所

者が当該病院等の有する医療機能を利用することをいい、「隣接地等」とは、当該病院等の

隣接地のほか施設間の往来に支障がなく、その距離が通常同一敷地と考えられる程度の位置

にある土地をいう。

(2) 既存の医療施設又は社会福祉施設の再活用を図るため、介護老人保健施設への転換を目

的とするもの

３ 申請地及び建築物の規模は、各地域の要介護老人数を踏まえて見込まれる当該地域の需要を

考慮した適切な規模のものであること。

４ 申請地は、原則として幅員６ｍ以上の道路（建築基準法第 42 条第１項に規定する道路

をいう。）に接していること。ただし、次に掲げる開発行為等はこの限りでない。

(1) 法第 33条第１項第２号の技術基準が適用される開発行為

(2) 既存の病院又は社会福祉施設の再活用を図る開発行為等

５ 建築物の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう、建物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

６ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。

介護保険法が適用される介護老人保健施設

（概要）

市街化調整区域における介護保険法に基づく介護老人保健施設の建築等
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審査会付議基準第７号

１ 本基準において、「建築許可等により建築された建築物又は建設された第一種特定工作物（以

下「許可建築物等」という。）」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 都市計画法第29条第１項各号に規定する建築物又は開発行為に該当することにより、同

条又は第43条に基づく許可を要しないものとされた建築物又は第一種特定工作物

(2) 都市計画法第43条に基づく許可を受けた建築物又は第一種特定工作物

(3) 建築基準法第６条に基づく建築確認を受けた建築物又は第一種特定工作物

２ 本基準において、用途変更とは建築物の用途に限らず許可建築物等に係る所有者の変更を含

むものとする。

３ 許可建築物等は、一定期間適法に使用されたものであること。

ただし、建築主等の自己の意思に基づかないものと認められる、次に掲げるいずれかの事情

がある場合は、当該期間であることを要しない。

(1) 許可建築物等の建築主又は建設主（許可建築物等が住宅の場合にあっては、当該建築主

の世帯の生計維持者を含む。）の病気、死亡、通勤不可能な遠隔地への転勤、抵当権の実行

等によるものであること。

(2) 許可建築物等の建築主又は建設主の倒産等により事業の継続が困難となったものである

こと。

４ 申請が許可建築物等の用途変更を目的とするものであって、当該用途変更に至る経緯等が次

のいずれかに該当すること。

(1) 申請建築物等が専用住宅以外の場合にあっては、前号(1)又は(2)のいずれかの事情によ

るものであること。

(2) 申請建築物が専用住宅の場合にあっては、次の事由のいずれかに該当すること。

① 前号(1)に掲げる事情によるものであること。

② 許可建築物が建築後相当期間経過していること。

③ 申請者が現在まで相当期間居住していること、又は当該住宅の除却後１年以内の申請で

あって、当該除却時まで申請者が相当期間居住していたこと。

５ 申請建築物又は第一種特定工作物（以下、「申請建築物等」という。）は、次のいずれにも該

都市計画法に基づく許可等により建築等が行われた後、相当期間適正に利用された建築物等の

やむを得ない事情による用途変更

（概要）

市街化調整区域内の建築許可等（都市計画法第43条許可、都市計画法施行規則（昭和44年建

設省令第49号）第60条適合証明等）により建築された建築物又は建設された第一種特定工作物

の用途変更
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審査会付議基準第７号

１ 本基準において、「建築許可等により建築された建築物又は建設された第一種特定工作物（以

下「許可建築物等」という。）」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 都市計画法第29条第１項各号に規定する建築物又は開発行為に該当することにより、同

条又は第43条に基づく許可を要しないものとされた建築物又は第一種特定工作物

(2) 都市計画法第43条に基づく許可を受けた建築物又は第一種特定工作物

(3) 建築基準法第６条に基づく建築確認を受けた建築物又は第一種特定工作物

２ 本基準において、用途変更とは建築物の用途に限らず許可建築物等に係る所有者の変更を含

むものとする。

３ 許可建築物等は、一定期間適法に使用されたものであること。

ただし、建築主等の自己の意思に基づかないものと認められる、次に掲げるいずれかの事情

がある場合は、当該期間であることを要しない。

(1) 許可建築物等の建築主又は建設主（許可建築物等が住宅の場合にあっては、当該建築主

の世帯の生計維持者を含む。）の病気、死亡、通勤不可能な遠隔地への転勤、抵当権の実行

等によるものであること。

(2) 許可建築物等の建築主又は建設主の倒産等により事業の継続が困難となったものである

こと。

４ 申請が許可建築物等の用途変更を目的とするものであって、当該用途変更に至る経緯等が次

のいずれかに該当すること。

(1) 申請建築物等が専用住宅以外の場合にあっては、前号(1)又は(2)のいずれかの事情によ

るものであること。

(2) 申請建築物が専用住宅の場合にあっては、次の事由のいずれかに該当すること。

① 前号(1)に掲げる事情によるものであること。

② 許可建築物が建築後相当期間経過していること。

③ 申請者が現在まで相当期間居住していること、又は当該住宅の除却後１年以内の申請で

あって、当該除却時まで申請者が相当期間居住していたこと。

５ 申請建築物又は第一種特定工作物（以下、「申請建築物等」という。）は、次のいずれにも該

都市計画法に基づく許可等により建築等が行われた後、相当期間適正に利用された建築物等の

やむを得ない事情による用途変更

（概要）

市街化調整区域内の建築許可等（都市計画法第43条許可、都市計画法施行規則（昭和44年建

設省令第49号）第60条適合証明等）により建築された建築物又は建設された第一種特定工作物

の用途変更



（新）
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当するものであること。

(1) 申請者の自己用（販売又は賃貸等を目的とするものを除く。）として使用するものである

こと。ただし、都市計画法上適法に販売又は賃貸等を目的として建築された建築物で、現在

も同一の用途に供している建築物については、この限りでない。

(2) 許可建築物等とほぼ同一の用途（物理的な用途をいう。）の建築物等であること。ただし、

次に掲げる建築物等を除く。

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の用に供する建築物等

② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用となる風俗営業及び性風俗

関連特殊営業等の用に供する建築物等

③ 高圧ガス保安法に規定する高圧ガスの製造、又は貯蔵の用に供する建築物等

④ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する液化石油ガスの

製造又は貯蔵の用に供する建築物等

⑤ 建築基準法別表第２（に）項第３号、（ほ）項第２号又は第３号、（へ）項第３号、（り）

項第２号又は第３号の建築物等

⑥ 居酒屋その他主に酒類を提供する飲食店

(3) 申請建築物等の規模は、それぞれ次によるものであること。

① 建築物の場合にあっては、許可建築物の床面積の1.5倍以下（申請建築物が専用住宅の

場合にあっては、許可建築物の床面積の1.5倍又は280㎡以下）であること。

② 第一種特定工作物の場合にあっては、当該工作物の構造、設備等から見て、用途変更

後の事業活動が従前の事業活動とほぼ同程度であり、周辺の土地利用状況等からみて

適切なものであること。

６ 申請地は、原則として許可建築物等と同一の敷地の範囲内であること。

ただし、申請建築物が専用住宅であって、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請建築物の敷地拡張に合理的事情が存すること。

(2) 許可建築物の敷地を含む敷地面積が許可建築物の敷地面積の1.5倍又は500㎡以下であ

ること。

７ 申請建築物が住宅の場合にあっては、申請者（申請者と同一世帯に属する者を含む。）は、

申請地以外に住宅として利用可能な建築物又は住宅を建築することが可能な土地を所有して

いないこと。

ただし、申請者が当該住宅に現に居住している場合、又は当該住宅の除却後１年以内の申請

であって、申請者が除却時まで当該住宅に居住していた場合を除く。

８ 許可建築物等を改築又は改設する場合にあっては、許可建築物等の除却から１年以内に行う

ものであること。

９ 建築物等の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう、建物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

１０ 本基準は、許可建築物等の用途変更を行う場合、又は用途変更と建築等を同時に行う

場合の申請に適用する。
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当するものであること。

(1) 申請者の自己用（販売又は賃貸等を目的とするものを除く。）として使用するものである

こと。ただし、都市計画法上適法に販売又は賃貸等を目的として建築された建築物で、現在

も同一の用途に供している建築物については、この限りでない。

(2) 許可建築物等とほぼ同一の用途（物理的な用途をいう。）の建築物等であること。ただし、

次に掲げる建築物等を除く。

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の用に供する建築物等

② 風俗営業等の規制又は営業の適正化等に関する法律が適用となる風俗営業及び性風俗

関連特殊営業等の用に供する建築物等

③ 高圧ガス保安法に規定する高圧ガスの製造、又は貯蔵の用に供する建築物等

④ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する液化石油ガスの

製造又は貯蔵の用に供する建築物等

⑤ 建築基準法別表第２（に）項第３号、（ほ）項第２号又は第３号、（へ）項第３号、（ち）

項第３号又は第４号の建築物等

⑥ 居酒屋その他主に酒類を提供する飲食店

(3) 申請建築物等の規模は、それぞれ次によるものであること。

① 建築物の場合にあっては、許可建築物の床面積の1.5倍以下（申請建築物が専用住宅の

場合にあっては、許可建築物の床面積の1.5倍又は280㎡以下）であること。

② 第一種特定工作物の場合にあっては、当該工作物の構造、設備等から見て、用途変更

後の事業活動が従前の事業活動とほぼ同程度であり、周辺の土地利用状況等からみて

適切なものであること。

６ 申請地は、原則として許可建築物等と同一の敷地の範囲内であること。

ただし、申請建築物が専用住宅であって、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請建築物の敷地拡張に合理的事情が存すること。

(2) 許可建築物の敷地を含む敷地面積が許可建築物の敷地面積の1.5倍又は500㎡以下であ

ること。

７ 申請建築物が住宅の場合にあっては、申請者（申請者と同一世帯に属する者を含む。）は、

申請地以外に住宅として利用可能な建築物又は住宅を建築することが可能な土地を所有して

いないこと。

ただし、申請者が当該住宅に現に居住している場合、又は当該住宅の除却後１年以内の申請

であって、申請者が除却時まで当該住宅に居住していた場合を除く。

８ 許可建築物等を改築又は改設する場合にあっては、許可建築物等の除却から１年以内に行う

ものであること。

９ 建築物等の用途、目的、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならない

よう、建物の配置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

１０ 本基準は、許可建築物等の用途変更を行う場合、又は用途変更と建築等を同時に行う

場合の申請に適用する。
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審査会付議基準第８号 削除
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審査会付議基準第８号 削除
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- 16 -

審査会付議基準第９号

１ 中間処理施設は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 建築物等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下

「廃棄物処理法」という。）第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設に該当しない

産業廃棄物の中間処理に係る施設であって、資源の有効な利用の促進に関する法律（平

成３年法律第４８号）第２条第１３項に規定する「指定副産物」のうち、木材、コンク

リート廃材又はアスファルト・コンクリート廃材を破砕し、再資源化するための建築物

又は産業廃棄物処理に係る第一種特定工作物であること。

(2) 管理事務所、保管施設、便所等の附属建築物については、管理上必要と認められる最

小限のものであること。

(3) 申請地は、周辺の土地利用に支障を及ぼさない位置にあること。

(4) 申請者は、廃棄物処理法第１４条に規定する産業廃棄物処理業の許可を得た者又は許

可を受ける見込みのある者であり、開発許可等の申請に当たっては、宮崎市産業廃棄物

適正処理指導要綱に基づく事前協議終了通知書又は許認可証の写しを添付すること。

２ 最終処分場に設けられる管理施設は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 建築物は、廃棄物処理法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設である最終処

分場に設けられる管理事務所等である建築物であること。

なお、当該建築物は、廃棄物処理法第１５条に基づく産業廃棄物処理施設である最終

処分場の許可を得た、又は許可を受ける見込みのある処理施設の区域内に設けられるも

のであり、当該建築物の敷地は、建築のために最小限必要とする範囲とする。

(2) (1)に掲げるもののほか、１の(2)、(3)及び(4)を準用する。

産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場に設けられる管理施設等

（概要）

市街化調整区域における産業廃棄物の中間処理に係る施設及び最終処分場に設けられる

最小限必要な事務所等を建築する目的で行う開発行為



（旧）
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審査会付議基準第９号

１ 中間処理施設は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 建築物等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下

「廃棄物処理法」という。）第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設に該当しない

産業廃棄物の中間処理に係る施設であって、資源の有効な利用の促進に関する法律（平

成３年法律第４８号）第２条に規定する「指定副産物」のうち、木材、コンクリート廃

材又はアスファルト・コンクリート廃材を破砕し、再資源化するための建築物又は産業

廃棄物処理に係る第一種特定工作物であること。

(2) 管理事務所、保管施設、便所等の附属建築物については、管理上必要と認められる最

小限のものであること。

(3) 申請地は、周辺の土地利用に支障を及ぼさない位置にあること。

(4) 申請者は、廃棄物処理法第１４条に規定する産業廃棄物処理業の許可を得た者又は許

可を受ける見込みのある者であり、開発許可等の申請に当たっては、宮崎市産業廃棄物

適正処理指導要綱に基づく事前協議終了通知書又は許認可証の写しを添付すること。

２ 最終処分場に設けられる管理施設は、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 建築物は、廃棄物処理法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設である最終処

分場に設けられる管理事務所等である建築物であること。

なお、当該建築物は、廃棄物処理法第１５条に基づく産業廃棄物処理施設である最終

処分場の許可を得た、又は許可を受ける見込みのある処理施設の区域内に設けられるも

のであり、当該建築物の敷地は、建築のために最小限必要とする範囲とする。

(2) (1)に掲げるもののほか、１の(2)、(3)及び(4)を準用する。

産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場に設けられる管理施設等

（概要）

市街化調整区域における産業廃棄物の中間処理に係る施設及び最終処分場に設けられる

最小限必要な事務所等の建築等
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審査会付議基準第１０号

１ 移転改築に係る病院（以下、「既存病院」という。）は、平成18年改正法の施行の際（平成

19年11月30日）、市街化調整区域に現に存していた、又は施行日前日までに建築工事に着手

した医療法（昭和22年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院であり、建築後概ね

２０年以上経過していること。

２ 申請に係る移転改築は、次のいずれにも該当し、理由書等において、許可後における既存病

院を廃止（従前地を病院として利用しないこと）することを確約できるものであること。

(1) 市街化区域に適地を確保することが困難な場合であること。

(2) 既存病院の老朽化等に伴う環境・機能改善、耐震性不足等に伴う安全性能の確保が必要

と認められること。

(3) 既存病院の敷地が狭あい、かつ、敷地の拡張が困難であり、移転改築がやむを得ないと

認められること。

３ 申請者は、既存病院の建築主と同一の者（当該建築主の一般承継人を含む。）であること。

４ 当該開発行為に係る次の事項について、所管部局との協議・調整が確認できること。

(1) 医療施策の観点から支障がないものであること。

(2) 予定建築物の設置及び運営について、国が定める基準に適合する優良なものとして、所

管法令に規定する認可等の手続きが完了、又は協議・調整がなされていること。

５ 当該開発行為に係る区域及び規模等は、次のいずれにも該当することとする。ただし、医療

施策等に係る開発行為、申請地で行う特段の事由を有するものとして所管部局が認める場合は、

この限りではない。

(1) 開発区域は、既存病院と同じ中学校区域に存する既存集落内又はその50ｍ以内で隣接す

る区域にあること。

(2) 開発区域の面積は、従前の敷地面積の1.5倍以内であること。

(3) 予定建築物は、既存病院に比して規模、構造、設備等が過大でないこと。

(4) 申請は、原則として、病床数の増加等が生じないものであること。

６ 開発区域は、利用対象者の安全確保、緊急車両の円滑な運行等の観点から、原則として幅員

６ｍ以上の道路に接していること。

この他、患者等の搬送手段の確保等が必要となる土地利用にあっては、所管部局、道

路管理者、宮崎県公安委員会等との十分な調整が図られたものであること。

市街化調整区域に存する病院のやむを得ない事由による移転改築

（概要）

平成18年改正法施行日前から市街化調整区域に存する病院のやむを得ない事由による移転改

築
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- 17 -

審査会付議基準第１０号

１ 移転改築に係る病院（以下、「既存病院」という。）は、平成18年改正法の施行の際（平成

19年11月30日）、市街化調整区域に現に存していた、又は施行日前日までに建築工事に着手

した医療法（昭和22年法律第205号）第５条第１項に規定する病院であり、建築後概ね２０

年以上経過していること。

２ 申請に係る移転改築は、次のいずれにも該当し、理由書等において、許可後における既存病

院を廃止（従前地を病院として利用しないこと）することを確約できるものであること。

(1) 市街化区域に適地を確保することが困難な場合であること。

(2) 既存病院の老朽化等に伴う環境・機能改善、耐震性不足等に伴う安全性能の確保が必要

と認められること。

(3) 既存病院の敷地が狭あい、かつ、敷地の拡張が困難であり、移転改築がやむを得ないと

認められること。

３ 申請者は、既存病院の建築主と同一の者（当該建築主の一般承継人を含む。）であること。

４ 当該開発行為に係る次の事項について、所管部局との協議・調整が確認できること。

(1) 医療施策の観点から支障がないものであること。

(2) 予定建築物の設置及び運営について、国が定める基準に適合する優良なものとして、所
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７ 公共施設の現在の整備状況及び整備計画以外に、申請地の周辺において当該開発行為等の立

地に起因した市等行政による新たな公共施設整備の必要性が生じないものであること。

ただし、当該公共施設所管部局において、公益上、当該公共施設の整備を行う特段の必要性

があると認める場合は、この限りでない。

８ 病院の機能、規模等を勘案し、周辺の住環境、営農環境等に支障とならないよう、建物の配

置等必要に応じて適切な措置を講じたものであること。

９ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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審査会付議基準 その他

１ 開発行為等は、申請地の位置及び規模並びに建築物等の用途、目的及び規模等に応じて、次

に定める事項に該当するものであること。

(1) 当該開発行為等が次のいずれかに該当するものであること。

① 法第34条第12号、付議基準第１号から第９号に規定した各基準に適合しない部分が

あるが、各基準を規定した趣旨に合致する開発行為等で、申請地で行う特段の事由を有

するため、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

② 行政上の制度改正、公的施策等に係る開発行為等であって、当該制度又は施策等の所

管部署が市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当である特段の事由を有すると認

めるもの

③ 付議基準第１号から第９号、及び上記に該当しない開発行為等で、既存コミュニティ

の維持等地域の特性、社会・経済状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域

区分の態様等の諸事情を総合的に勘案し、申請地で行う特段の事由を有するため、市街

化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

(2) 公共施設の現在の整備状況及び整備計画以外に、申請地周辺において当該開発行為等

の立地に起因した市等行政による新たな公共施設整備の必要性が生じないものであ

ること。

ただし、当該公共施設所管部局において、公益上、当該公共施設の整備を行う特段の必

要性があると認める場合は、この限りでない。

(3) 農林水産業、商工業等経済の観点から支障のない土地利用であること。

(4) 宮崎市都市計画マスタープランその他の行政施策上支障のない土地利用であること。

(5) 大量の道路交通の集中・発生が予想される土地利用にあっては、道路管理者、宮崎県公

安委員会等との十分な調整が図られたものであること。

(6) 申請地の位置が適切なものと認められるものであること。

(7) 建築物等は、申請者の自己用（販売又は賃貸等を目的するものを除く。）として使用

するものであること。ただし、都市計画法上適法に販売又は賃貸等を目的として建築

された建築物で、現在も同一の用途に供している建築物については、この限りでない。

(8) 騒音、水質汚濁、大気汚染、日照等による申請地周辺の居住・営農環境等に支障となら

ないよう、建物の配置、緩衝緑地帯の設置等必要に応じ適切な措置を講じたものである

こと。

(9) 原則として給排水設備、便所が適切に備えられたものであること。

ただし、当該建築物等利用者の利便上及び公衆衛生上支障がないと認められる場合は、

この限りでない。

２ 申請地は、原則として次に掲げる区域に含まれる土地ではないこと。

ただし、所管部署との協議・調整を経て、土地利用上支障がないと認められる場合かつ(4)

から(9)の区域においては安全上及び避難上の対策が実施されていると認められる場合を除く。

（概要）

審査会付議基準第１号から第９号に掲げるもの以外の開発行為等で、次の要件に該当するもの

については、開発審査会に付議することができる。
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(1) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）に規定する農用地区域

(2) 自然公園法（昭和32年法律第161号）に規定する自然公園の区域

(3) 森林法（昭和26法律第249号）に規定する保安林の区域

(4) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に規定する災害危険区域

(5) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）に規定する地すべり防止区域

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）に規定する急

傾斜地崩壊危険区域

(7) 砂防法（明治30年法律第29号）に規定する砂防指定地の区域

(8) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57

号）に規定する土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

(9) 水防法（昭和24年法律第193号）第15条第1項第4号の洪水浸水想定区域

(10) その他保全を図ることが必要な区域

３ １ha 以上又は１ha 未満で土地利用上重要なものと認められる開発行為については、当

該土地利用につき調整が図られたものであること。
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附 則

１ この基準は、平成１４年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この基準は、施行日以後の開発許可等に係る申請について適用し、施行日前の開発許

可等に係る申請については、なお従前の例による。

附 則（平成１５年２月３日宮崎市告示第２８号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成１５年４月２１日宮崎市告示第１４２号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成２０年９月１９日宮崎市告示第３７６号）

この告示は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月２７日宮崎市告示第２００号）

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年１２月１６日宮崎市告示第７３０号）

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則（平成３０年４月２日宮崎市告示第２３１号）

この告示は、平成３０年４月１６日から施行する。

附 則 （令和４年３月３０日宮崎市告示第２０９号）

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。

２ この告示による改正後の基準は、この告示の施行日以後の開発許可等の申請について

適用し、施行日前の開発許可等に係る申請については、なお従前の例による。
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